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最
低
25
年
以
上
の
受
給
資
格
期

間
が
必
要
で
す
。
受
給
資
格
期
間

に
は
、
次
の
期
間
が
含
ま
れ
ま
す
。

① 

国
民
年
金
の
保
険
料
を
納
め
た

期
間

②
第
２
号
被
保
険
者
期
間

③
第
３
号
被
保
険
者
期
間

④
保
険
料
の
免
除
期
間
や
若
年
者

納
付
猶
予
期
間
、
学
生
納
付
特

例
期
間

⑤
加
入
が
任
意
だ
っ
た
た
め
加
入

し
な
か
っ
た
期
間

　

60
歳
に
達
し
た
時
の
納
付
期
間

な
ど
の
合
計
が
、
25
年
（
３
０
０

月
）
に
満
た
ず
に
年
金
受
給
権
を

得
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
、
高

齢
任
意
加
入
と
い
う
制
度
が
あ
り

ま
す
。
こ
れ
は
60
歳
か
ら
65
歳
ま

で
任
意
加
入
し
、
保
険
料
を
支
払

う
こ
と
で
年
金
受
給
権
を
取
得
す

る
こ
と
が
で
き
る
制
度
で
す
。
な

お
、
そ
れ
で
も
受
給
権
を
得
る
こ

と
が
で
き
な
い
人
は
、
65
歳
か
ら

70
歳
ま
で
の
間
、
特
例
で
任
意
加

入
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。（
た

だ
し
、
昭
和
40
年
４
月
１
日
以
前

に
生
ま
れ
た
人
が
こ
の
特
例
の
対

象
と
な
る
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ

い
。）

　

ま
た
高
齢
任
意
加
入
は
、
60
歳

以
上
で
受
給
資
格
は
満
た
し
て
い

る
が
、
加
入
し
た
期
間
の
短
い
人

は
、
60
歳
か
ら
65
歳
の
間
、
国
民

年
金
に
任
意
加
入
し
て
納
付
を
続

け
る
こ
と
で
年
金
額
を
増
や
す
こ

と
が
で
き
ま
す
。

※
任
意
加
入
は
、
実
際
に
申
し
込

み
を
し
た
月
か
ら
納
付
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

　

老
齢
基
礎
年
金
は
、
65
歳
か
ら

受
給
す
る
の
が
原
則
で
す
が
、
65

歳
に
な
る
前
に
希
望
し
て
請
求
す

れ
ば
、
請
求
時
の
年
齢
に
応
じ
て

減
額
さ
れ
た
年
金
を
受
け
取
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
こ
れ
を
繰
り
上

げ
支
給
と
い
い
ま
す
。

　

た
だ
し
、
次
の
点
に
注
意
し
て

請
求
は
慎
重
に
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

①
年
金
額
は
請
求
時
に
よ
っ
て
減

額
さ
れ
、
支
給
率
は
生
涯
変
わ

り
ま
せ
ん
。

②
請
求
し
た
翌
月
分
か
ら
の
支
給

と
な
り
ま
す
。（
さ
か
の
ぼ
っ

て
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。）

③
65
歳
ま
で
は
遺
族
厚
生
年
金
と

同
時
に
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

④
請
求
後
、
障
害
の
状
態
に
な
っ

て
も
障
害
基
礎
年
金
は
受
け
ら

れ
ま
せ
ん
。

⑤
請
求
後
、
夫
が
死
亡
し
て
も
、

寡
婦
年
金
は
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

⑥
請
求
後
、
受
給
す
る
前
に
死
亡

し
て
も
遺
族
が
寡
婦
年
金
や
死

亡
一
時
金
な
ど
の
給
付
を
受
け

る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

⑦
請
求
後
、
請
求
の
取
り
消
し
・

変
更
は
で
き
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
66
歳
以
降
に
希
望
し
て

請
求
す
れ
ば
、
請
求
時
の
年
齢
に

応
じ
て
増
額
さ
れ
た
年
金
を
受
け

と
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
れ
を

繰
り
下
げ
支
給
と
い
い
ま
す
。
な

お
、
こ
の
場
合
も
請
求
後
の
支
給

率
は
生
涯
変
わ
り
ま
せ
ん
。

　

国
民
年
金
の
第
１
号
被
保
険
者

期
間
の
み
の
人
は
、
市
役
所
・
総

合
支
所
の
市
民
課
年
金
保
険
係
で

手
続
き
が
で
き
ま
す
。

　

厚
生
年
金
や
第
３
号
被
保
険
者

期
間
が
あ
る
人
の
手
続
き
先
は
、

社
会
保
険
事
務
所
と
な
り
ま
す
。

　

国
民
年
金
の
第
１
号
被
保
険
者

で
、
国
民
年
金
保
険
料
に
月
額
４

０
０
円
の
付
加
保
険
料
を
上
乗
せ

し
て
納
め
る
こ
と
で
、
老
齢
基
礎

年
金
と
併
せ
て
付
加
年
金
を
受
給

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
受
給
金

額
は
、
付
加
年
金
を
納
め
た
月
数

に
２
０
０
円
を
乗
じ
た
金
額
で
す
。

※
国
民
年
金
基
金
加
入
者
は
、
加

入
で
き
ま
せ
ん
。

「ねんきん月間」です
～老齢基礎年金と障害基礎年金について～

11月は

国民年金は、すべての国民を対象とした公的年金制度です。国民年金には、老齢・障害・死亡の
３つの基礎年金があり、必要な基礎年金の給付を行い、健全な国民生活を維持・向上させること
を目的としています。平均寿命がのびるとともに、老後を過ごす時間も長くなっています。国民
年金は老後の経済的支えとなるだけでなく、もしものときに保険としての役割もあります。今月
は、老齢基礎年金と障害基礎年金について掲載したので、参考にしてください。

老
齢
基
礎
年
金
を

受
け
る
た
め
に
は
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繰
り
上
げ
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・
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り
下
げ
支
給

















































手
続
き
は
こ
ち
ら
へ
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お
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障
害
基
礎
年
金
は
、
国
民
年
金

加
入
中
に
病
気
や
け
が
で
日
常
生

活
に
著
し
い
障
害
が
残
っ
た
場
合
、

支
給
さ
れ
る
年
金
で
す
。

　

障
害
基
礎
年
金
は
次
の
３
つ
の

条
件
が
そ
ろ
え
ば
支
給
さ
れ
ま
す
。

①
障
害
の
原
因
と
な
っ
た
病
気
や

け
が
の
初
診
日
に
お
い
て
、
国

民
年
金
の
被
保
険
者
で
あ
る
と

き
、
又
は
国
民
年
金
の
被
保
険

者
で
あ
っ
た
人
が
日
本
国
内
に

住
所
を
有
し
、
60
歳
以
上
65
歳

未
満
で
あ
る
と
き
（
老
齢
基
礎

年
金
を
繰
り
上
げ
請
求
し
た
場

合
、請
求
後
障
害
の
状
態
に
な
っ

て
も
障
害
基
礎
年
金
は
受
け
ら

れ
ま
せ
ん
。）

②
障
害
の
程
度
が
障
害
認
定
日（
初

診
日
か
ら
１
年
６
か
月
を
経
過

し
た
日
）
に
お
い
て
、
国
民
年

金
法
施
行
令
別
表
に
定
め
る
程

度
（
１
級
・
２
級
）
で
あ
る
こ

と
③
初
診
日
の
属
す
る
月
の
前
々
月

ま
で
の
被
保
険
者
期
間
の
う
ち
、

保
険
料
納
付
期
間
と
保
険
料
免

除
期
間
等
を
合
算
し
た
期
間
が

加
入
期
間
の
３
分
の
２
以
上
で

あ
る
こ
と
、
又
は
初
診
日
の
属

す
る
月
の
前
々
月
ま
で
の
１
年

間
に
保
険
料
の
滞
納
が
な
い
こ

と

　　

障
害
認
定
日
に
お
い
て
、
障
害

の
程
度
が
軽
く
障
害
基
礎
年
金
が

支
給
さ
れ
る
障
害
の
程
度
に
該
当

し
な
い
場
合
で
も
、
そ
の
後
障
害

が
重
く
な
り
、
65
歳
に
達
す
る
前

に
１
級
又
は
２
級
の
障
害
の
程
度

に
該
当
し
た
場
合
は
、
65
歳
に
達

す
る
日
の
前
日
ま
で
に
請
求
が
あ

れ
ば
、
障
害
基
礎
年
金
が
支
給
さ

れ
ま
す
。

　

20
歳
前
（
国
民
年
金
の
被
保
険

者
に
な
る
前
）
に
初
診
日
が
あ
る

場
合
に
は
、
20
歳
に
な
っ
た
と
き

（
障
害
認
定
日
が
20
歳
以
後
の
と

き
は
障
害
認
定
日
）
に
障
害
等
級

の
１
級
又
は
２
級
に
該
当
す
る
障

害
の
状
態
に
な
っ
て
い
れ
ば
障
害

基
礎
年
金
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

　

た
だ
し
、
受
給
者
本
人
の
前
年

の
所
得
に
よ
り
、
全
額
又
は
半
額

の
支
給
停
止
に
な
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

　
１
級　
　
　

９
９
０
、
１
０
０
円

２
級　
　
　

７
９
２
、
１
０
０
円

※
子
の
加
算

　

障
害
基
礎
年
金
を
受
給
し
て
い

る
人
が
受
給
権
を
得
た
と
き
に
そ

の
人
に
よ
っ
て
生
計
を
維
持
さ
れ

て
い
る
子
（
18
歳
に
な
っ
た
日
以

降
に
最
初
に
到
来
す
る
３
月
31
日

ま
で
間
に
あ
る
子
か
、
20
歳
未
満

で
障
害
の
程
度
が
１
級
か
２
級
の

状
態
に
あ
る
子
）
が
い
る
と
き
は

次
の
額
が
加
算
さ
れ
ま
す
。

２
人
ま
で
そ
れ
ぞ
れ

　
　

２
２
７
、
９
０
０
円

３
人
目
以
降
１
人
に
つ
き

７
５
、
９
０
０
円

　

障
害
基
礎
年
金
の
裁
定
請
求
書

の
提
出
先
は
、
市
役
所
及
び
総
合

支
所
の
市
民
課
年
金
保
険
係
で
す
。

た
だ
し
、
初
診
日
が
第
３
号
被
保

険
者
（
配
偶
者
の
扶
養
）
期
間
中

の
場
合
は
、
住
所
地
を
管
轄
す
る

社
会
保
険
事
務
所
に
提
出
し
ま
す
。

　

裁
定
請
求
に
必
要
な
書
類
は
、

次
の
と
お
り
で
す
。

①
年
金
手
帳
又
は
基
礎
年
金
番
号

通
知
書

②
医
師
の
診
断
書

③
病
歴
・
就
労
状
況
等
申
立
書

④
受
診
状
況
等
証
明
書

⑤
所
得
証
明
書
（
20
歳
以
前
に
初

診
日
が
あ
る
場
合
）

⑥
生
計
を
維
持
し
て
い
る
子
が
あ

る
と
き
は
、
そ
の
こ
と
を
明
ら

か
に
で
き
る
書
類

⑦
１
級
・
２
級
の
障
害
の
状
態
に

あ
る
20
歳
未
満
の
子
が
あ
る
と

き
は
診
断
書

⑧
そ
の
他

・
共
済
加
入
期
間
が
あ
る
人
は
、

年
金
加
入
期
間
確
認
通
知
書

・
療
育
手
帳
、
身
体
障
害
者
手
帳

な
ど
お
持
ち
の
人
は
そ
の
写
し

　

社
会
保
険
庁
が
廃
止
と
な
り
、

新
た
に
「
日
本
年
金
機
構
」
が
ス

タ
ー
ト
し
ま
す
。

　

現
在
あ
る
社
会
保
険
事
務
所
は
、

新
た
に
「
年
金
事
務
所
」
に
な
り
、

年
金
相
談
な
ど
の
窓
口
と
し
て
ご

利
用
い
た
だ
け
ま
す
。

　

ま
た
「
年
金
事
務
所
」
は
、
現

在
あ
る
社
会
保
険
事
務
所
の
建
物

を
そ
の
ま
ま
使
用
し
ま
す
の
で
、

所
在
地
の
変
更
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

日
本
年
金
機
構
は
、
社
会
保
険

庁
か
ら
公
的
年
金
の
運
営
業
務
を

引
き
継
い
で
行
う
こ
と
と
な
り
ま

す
が
、
公
的
年
金
制
度
は
、
国
の

制
度
と
し
て
、
そ
の
財
政
や
運
営

に
国
が
引
き
続
き
責
任
を
持
つ
こ

と
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
と
変

わ
り
ま
せ
ん
。

＊
国
民
年
金
に
つ
い
て
の
お
問
い

合
せ
は
左
記
へ

★
市
民
課
年
金
保
険
係
☎
㉕
１
１

１
４
、
総
合
支
所
市
民
課
年
金

保
険
係
☎
72
１
３
３
１
（
内
線

３
３
４
）

★
熊
谷
社
会
保
険
事
務
所
☎
０
４

８―

５
２
５―

１
８
４
４

障
害
基
礎
年
金
と
は

























20
歳
前
傷
病
に
よ
る

障
害
基
礎
年
金

























障
害
年
金
を
受
け
る
条
件

























事
後
重
症
制
度

























障
害
基
礎
年
金
の
額

（
平
成
21
年
度
の
額
）

























裁
定
請
求
の
手
続
き
は

























お
知
ら
せ

「
日
本
年
金
機
構
」
が

来
年
１
月
１
日
か
ら

ス
タ
ー
ト

年末調整や確定申告には
「社会保険料控除証明書」が必要です

　９月30日までに国民年金保険料を納付した人には、社会保
険庁から「社会保険料控除証明書」が11月上旬に送付されま
す。また、10月１日以降にはじめて納付した人には来年２月
初旬に送付されます。
　控除証明書専用ダイヤル　☎０５７０－０７０－１１７
　（IP電話等の場合は☎０３－６７００－１１３０）
　※控除証明書専用ダイヤルは平成22年３月13日㈯までです。


